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茨城県で高病原鳥インフルエンザが発生しました！
予防対策の再点検をしましょう！

発生概要
茨城県水海道市 採卵養鶏場（ 羽飼養）25,000
４月～６月に産卵数減少、計 羽が死亡。800
５月に民間検査施設に簡易検査を依頼。
６月２４日、鳥インフルエンザウイルス分離。茨城県に通報。
６月２６日、動物衛生研究所の検査で、国内初のＨ５Ｎ２型の鳥インフル
エンザウイルスを検出。
６月２７日、発生農家での全羽殺処分及び半径５K m 以内の周辺農家の移
動制限の実施。

今回発生したＨ５Ｎ２型は弱毒性の高病原性インフルエンザ
で産卵率の低下、若干の死亡鶏の増加程度の症状でした。

以下の予防対策を行いましょう！

１ 養鶏場での野鳥対策強化
等に防鳥ネットを張り、スズメ、カラス等の野鳥が舎内に入り込鶏舎の開口部

まないようにする。

２ 養鶏場内のネズミ、イタチ類、さらにハエ、ゴキブリ等の衛生害虫対策を強化

３ 給水用の水は飲用に適した物か、消毒した物を用いる
少なくとも野鳥や野生動物との接触が考えられる生水を直接鶏に与えない

４ 消毒の徹底
鶏場の出入口や鶏舎内の出入口には、消毒槽を常備して、車両、器具、従業員等養

の消毒を徹底する。部外者の農場内侵入を厳しく制限する。

５ 日常の観察の徹底
鳥インフルエンザの蔓延防止のためには、早期発見が極めて重要なことから
モニタリングを継続し、日常の健康観察を徹底して、鶏群の異常をできるだけ
早期に把握する。

鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人へ感染
することは世界的にも報告されていません。
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